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○南相馬市魅力ある職場環境づくり事業補助金等交付要綱 

平成２８年３月２日告示第３２号 

改正 平成２９年３月２４日告示第７７号 

平成３０年５月１８日告示第１３９号 

令和３年３月２６日告示第９２号 

令和４年３月２４日告示第４８号 

令和５年３月１０日告示第３０号 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市内事業所が働きやすく魅力ある職場づくりに取り組むための経費に

対し、予算の範囲内で補助金及び奨励金（以下「補助金等」という。）を交付することに

ついて、南相馬市補助金等の交付等に関する規則（平成１８年南相馬市規則第３８号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 正規社員 期間の定めのない労働契約を締結し、常勤で雇用され、就業規則等に規定

する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給又は昇格の有無

等の労働条件について、長期雇用を前提とした待遇が適用されている者をいう。 

(2) 非正規社員 期間の定めがある雇用契約を結んでいる臨時社員、パートタイム、アル

バイト、派遣社員、契約社員及びそれに準ずる雇用形態で勤務している者をいう。 

(3) 常時使用労働者数 常勤、日雇、パートタイム、アルバイト等、雇用している全ての

労働者をいう。 

(4) 中小企業者 市内に事業所を有する中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第

２条第１項に規定する中小企業者及び同条第５項に規定する小規模企業者をいう。 

（補助対象者） 

第３条 この告示による補助金等の交付を受けることのできる者（以下「補助対象者」とい

う。）は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(1) 中小企業者において、本社及び事業所の常時使用労働者数が、別表第１に定める範囲

内であること。 

(2) 本市の法人市民税納税義務者であり、かつ、滞納がないこと。 

(3) 中小企業者が営む本社又は事業所において、福島県次世代育成支援企業認証制度の認

証を取得していないこと。ただし、就職情報発信支援事業については、この限りでない。 

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に

規定する事業を営んでいないこと。 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団が経営している又は関係を有している事業所でないこと。 

（補助金の対象、補助額等） 
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第４条 補助金等の対象となる事業（以下「対象事業」という。）、補助額等は、別表第２

のとおりとする。 

２ 対象事業は、同一年度それぞれ１回限りの補助とする。ただし、働き方改革推進事業に

ついてはこの限りではない。 

３ 対象事業の実施に当たっては、就労者やりがい創出事業の労務管理研修を必ず実施しな

ければならない。労務管理研修を実施しないものについては、対象事業としない。ただし、

働き方改革推進事業についてはこの限りではない。 

４ 働き方改革推進事業は、次の各号の全てに該当する場合に対象とする。 

(1) 補助対象者が、就業規則等により男性従業員の育児休業制度を設けていること。 

(2) 男性従業員が、令和４年４月１日以降、その養育する子が１歳２か月に達するまでの

間に７日以上（勤務を要しない日を除く。）連続した育児休業を取得し、当該休業終了後

に原職等に復職していること。 

５ 補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

６ 第１項の対象事業について、補助対象者が、この告示に基づく補助金又は奨励金以外の

補助金等を交付され、又は交付の決定を受けている場合は、当該補助事業に該当しないも

のとする。 

（交付の申請） 

第５条 規則第４条第１項の申請書は、魅力ある職場環境づくり事業補助金交付申請書（様

式第１号）によるものとし、次に掲げる書類を添えて、事業着手日の１４日前までに市長

に提出しなければならない。ただし、４月１日から４月１４日の間で事業に着手する場合

には、市との事前協議の上、申請を行うこととする。 

(1) 魅力ある職場環境づくり事業補助金事業計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 

(3) 魅力ある職場環境づくり事業補助金交付要件確認書兼誓約書（様式第４号） 

(4) 労働保険料申告書の写し 

(5) その他、市長が必要と認めるもの 

（補助金の交付条件） 

第６条 規則第６条第１項の規定による条件は、次のとおりとする。 

(1) 補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ魅力ある職場環境づくり事業補助金変

更（中止・廃止）承認申請書（様式第５号）を市長に提出して、その承認を受けること。

ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速

やかに市長に報告してその指示を受けること。 

（交付決定） 

第７条 規則第７条の規定による交付決定の通知書は、魅力ある職場環境づくり事業補助金

交付決定通知書（様式第６号）とする。 

（申請の取下げ） 

第８条 規則第８条第１項の規定による申請の取下げは、魅力ある職場環境づくり事業補助
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金交付申請取下げ書（様式第７号）によるものとし、申請のできる期間は、補助金の交付

決定通知書の送付を受けた日の翌日から起算して１４日を経過した日までとする。 

（実績報告） 

第９条 規則第１３条第１項の規定による実績報告は、魅力ある職場環境づくり事業補助金

完了実績報告書（様式第８号）により、事業が完了した日から３０日を経過した日又は補

助金の交付の決定のあった日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、次に掲

げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 収支決算書（様式第９号） 

(2) 経費の支出を確認できる領収書の写し等 

(3) 補助事業に係る現場写真等 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定通知） 

第１０条 規則第１４条の規定による確定通知書は、魅力ある職場環境づくり事業補助金交

付額確定通知書（様式第１０号）によるものとする。 

（働き方改革推進事業の交付の申請） 

第１１条 第５条から第８条までの規定に関わらず、働き方改革推進事業の奨励金の交付を

受けようとする事業主は、男性従業員が育児休業終了後に原職等に復職した日から９０日

以内に、働き方改革推進事業交付申請書兼実績報告書（様式第１１号）に、次に掲げる書

類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 男性の育児休業に関する労働協約又は就業規則等の写し 

(2) 育児休業を取得した男性従業員の育児休業決定通知等、育児休業期間の確認ができる

もの 

(3) 育児休業を取得した男性従業員の出勤簿の写し等、職場復帰状況の確認できるもの 

(4) 魅力ある職場環境づくり事業補助金交付要件確認書兼誓約書（様式第４号） 

(5) 労働保険料申告書の写し 

(6) その他市長が必要と認める書類 

（働き方改革推進事業の実績報告） 

第１２条 第９条の規定に関わらず、働き方改革推進事業の場合は、規則第１３条の規定す

る実績報告は、前条をもって、これに代えるものとする。 

（働き方改革推進事業の交付決定及び額の確定） 

第１３条 第１０条の規定に関わらず、働き方改革推進事業の場合は、市長は、第１１条の

申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、魅力ある職場環境

づくり事業補助金交付決定通知書（様式第６号。以下「交付決定通知書」という。）を申請

者に通知するものとする。 

２ 規則第１４条の規定による通知は、前項の交付決定通知書をもって、これに代えるもの

とする。 

（補助金等の請求） 

第１４条 補助金の交付決定の通知を受けた者が補助金の請求をしようとするときは、魅力
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ある職場環境づくり事業補助金請求書（様式第１２号）を市長に提出しなければならない。 

（準用規定） 

第１５条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関しては、規則の定めるところ

により、南相馬市補助金交付要綱（平成１８年南相馬市告示第１号）の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定

がなされた補助金等の交付については、第８条から第１５条までの規定は、同日以後もな

お効力を有する。 

附 則（平成２９年３月２４日告示第７７号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の南相馬市魅力ある職場環境づくり事業補助金交付要綱の規定は、

この告示の施行日以後の補助金の交付申請から適用し、同日前の補助金の交付申請につい

ては、なお従前の例による。 

附 則（平成３０年５月１８日告示第１３９号） 

この告示は、公布の日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則（令和３年３月２６日告示第９２号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月２４日告示第４８号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月１０日告示第３０号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

業種 常時使用労働者数 

小売業（飲食店を含む。） ５０人以下 

サービス業 １００人以下 

卸売業 １００人以下 

その他の業種 ３００人以下 

別表第２（第４条関係） 

事業名 内容 対象 補助対象経費 補助額 

就労者やりが

い創出事業

（南相馬市基

【労務管理研修】※必須 

・育児・介護休暇等の取得を推

進するための研修 

・事業主及び役

員を含む全従

業員 

・賃金（育児・介

護休業期間中

代替要員の配

補助率 

１／２以内

（上限３０
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盤技術産業製

造業技術者育

成費用助成金

交付要綱（平

成１８年南相

馬市告示第１

１２号）の補

助対象要件に

該当する者は

対象外。） 

・職場のマネージメントに係

る研修 

・メンタルヘルスに係る研修 

・法律改正に伴う就業規則見

直しに係る研修 

・労働基準法（昭和２２年法律

第４９号）など社員の管理

に係る研修 

・アウトソーシング活用に係

る研修 

・その他労務管理の研修とし

て市長が認めるもの 

置（派遣社員や

パートタイム

の雇用）のみ対

象） 

・報償費 

・旅費 

（食事代は除

く。） 

・消耗品費 

・通信運搬費 

・手数料 

・委託料 

・使用料及び賃借

料 

・その他市長が事

業実施のため

必要と認める

経費 

万円） 

【育児・介護休暇等支援】 

・育児・介護休業期間中代替要

員の配置（派遣社員又はパ

ートタイムの雇用） 

・職場復帰を円滑にするため

の復帰前後の講習又は教育

訓練の実施 

・仕事と家庭との両立に配慮

する必要性について、管理

職に対する研修の実施 

・ライフスタイル等に応じた

働き方が可能となる雇用管

理の導入（就業規則、労使協

定等の作成、変更など） 

・事業主及び役

員を含む全従

業員 

【人材育成・研修】 

・社員の資格取得に対する支

援（厚生労働大臣教育訓練

講座に指定されている講座

又は同等の内容の研修） 

・社員に対する職場内外で行

う教育訓練 

・事業主及び役

員を含む全従

業員 

【福利厚生】 

・社員の自己啓発に対する支

援 

・南相馬市勤労者互助会への

加入 

・事業主及び役

員を含む全従

業員 
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【その他】 

・その他市長が適当と認める

もの 

・事業主及び役

員を含む全従

業員 

労働環境整備

事業 

【社員用の休憩所等の新設】 

・社員用の休憩所、給湯室、更

衣室及びトイレの新設、改

修等 

・男女共同トイレ・更衣室を男

女別に分ける改修 

・和式トイレから洋式トイレ

への改修 

ただし、自宅用と社員用

とで共用している場合は、

対象外とする。 

 ・工事請負費、機

器等の設備費

等（消耗品を除

く。） 

・その他市長が事

業実施のため

必要と認める

経費 

補助率 

１／２以内

（上限１０

０万円） 

【事務室及び作業所のバリア

フリー化のための改修】 

・手すりの設置 

・床の段差解消 

・引き戸等扉の拡張 

・床のすべり防止のための床

材の変更 

ただし、改修する場所が

自宅用と社員用とで共用し

ている場合は、対象外とす

る。 

 

【在宅勤務の導入】 

・テレワーク導入費用 

 ・委託費 

・ソフトウェア導

入費 

・ハードウェア導

入費 

※通信費は対

象外 

・セキュリティ対

策費 

就職情報発信

支援事業 

・自社ホームページの作成 

・有料の求人情報サイトへの

掲載 

 ・委託費 

・手数料 

補助率 

１／２以内

（上限１０

万円） 
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働き方改革推

進事業 

・男性の育児休業取得促進 ・事業主及び役

員を含む全従業

員 

 育児休業を

取得する男

性従業員一

人当たり定

額10万円 

 


